
 1

地域資源利用型産業創出緊急対策事業 Ｑ＆Ａ 

 

【事業全般】 
質 問 回 答 

 

事業の実施期間はどのくらいで

すか。 

① 基金方式で実施することとしており、太陽光パネルの
設置及び先進的なバイオマス利活用施設の整備に

ついては、平成21年度から23年度までの3年間実施

可能です。 

② 先進的なバイオマス利活用施設の実証については、
実証期間を3年間としているため、基金は平成25年ま

で5年間継続させることとしています。 

基金管理団体はどこですか。 公募により決定しました。 

基金管理団体は、NPO法人日本プロ農業総合支援機構（

J-PAO、理事長：丹羽宇一郎（株）伊藤忠商事会長）です

。 

補助率はどのくらいですか。 ① 太陽光パネルの導入については、地方公共団体、農
協、NPO法人等非営利民間団体は1/2、民間企業は

1/3となります。 

② 先進的なバイオマス利活用施設については、特に先
進的と認められるものは2/3、その他は1/2としていま

す。技術的の実証に要するソフト経費は定額助成とし

ています。 

「特に先進的」の基準はなにか

教えてください。 

実験室レベルで確立された技術を初めて実証レベルで実

施するようなものを想定しています。 

事業の規模はどのくらいを想定

していますか。 

太陽光パネルの設置については、約80億円、先進的なバ

イオマス利活用施設の整備については、約110億円を想

定しています。 

一地区当たりどれくらいの事業

規模を想定していますか。 

① 太陽光パネルの設置及び先進的なバイオマス利活用
施設の整備については、個別の事業申請の内容を精

査し、助成額を決定することとしていまして、事業規模

について特段制約はありません。 

②太陽光パネルの設置について、一箇所の設置規模は 

10kW以上となります。家庭用の利用ではなく、事業とし

 ての効率的な利用という観点から下限を設定しておりま

 す。 
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質 問 回 答 

実施地区はバイオマスタウン限

定なのでしょうか。 

バイオマスタウンやバイオマスタウン構想の策定を検討し

ている地域に限定する考えはありません。 

実施地区は離島に限定するの

でしょうか。 

離島に限定する考えはありません。 

事業開始はいつごろを予定して

いるのでしょうか。 

① 太陽光パネルの設置に関する公募は、7月27日より開
始し、その後は随時受け付ける予定です。 

② 先進的なバイオマス利活用施設の整備の公募は、第
1回目を8月上旬から開始し、一ヶ月程度実施する予

定です。 

公募は何回程度考えているの

でしょうか？1年で終わってしまう

のでしょうか？ 

① 太陽光パネルの設置に関する公募は、7/27の公募開
始後は、随時受け付けとする予定です。 

② 先進的なバイオマス利活用施設の整備に関する公募
は、第1回目を8月上旬から1ヶ月間公募を行った後、

一旦、公募を止める予定でして、その後は執行状況

を見ながら、23年度の事業実施期間中、更に複数回

実施する予定です。 

案件の採択はどのようになるの

でしょうか？ 

① 太陽光パネルの設置申請については、書類を中心と
した審査を行い、採択の可否を判断することとなりま

す。なお、事業の進行状況について現地確認を行うこ

とがあります。 

② 先進的なバイオマス利活用施設の整備申請について
は、申請案件の先進性について有識者から構成され

る第3者委員会に本事業の対象となりえる「先進性」を

有しているか、「特に先進性」を有することから2/3の

補助の対象となるのか等の判断を求めることとしてお

り、その判断を踏まえ採択の可否を判断することとして

おります。 
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【太陽光関係】 
質 問 回 答 

１０ｋWの出力の太陽光パネル

はどの程度の電力を生み出す

のでしょうか。 

発電量は、例えば東京の場合、年間約10,000kWhです。こ

れは、平均的に一般家庭において利用されているシステム

の３倍の規模となりますが、天候条件により異なり、例えば

日照時間の短い日本海側は不利となります。 

太陽光パネルの設置費用は１０

ｋW当たりどのくらいでしょうか。 

正確な価格は個別の条件、付帯工事の内容により異なりま

すので、見積もりが必要です。なお、標準的な太陽光発電

設備の設置工事における実績価格（NEDOのﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｽﾄ平

成18年度実績値）の平均値※は10～30ｋWで９０～110万／

ｋWです。※この価格には防水補修工事などの関連工事費

は含まれていません。 

補助の対象となる太陽光パネル

の設置費用に上限はあるのでし

ょうか。また、全体の事業費につ

いて上限はあるのでしょうか。１ｋ

W当たりの事業費（費用）につい

て上限はあるのでしょうか。 

補助事業については、当然のことながら事業を効率的かつ

効果的に遂行し、その費用の節減に努めながら、事業目的

の達成を図る必要があります。従って、全体の事業費及び１

ｋW当たりの事業費（費用）について、申請内容を勘案し、そ

の目的の達成のために必要な費用として過大であると認め

られる場合には、原則として採択されないことになります。 

10kW のパネルの設置に必要な

面積はどの程度でしょうか。 

太陽電池パネルの設置スペースは、約10～15㎡／ｋWが目

安となります。太陽電池の変換効率により、1m2あたりの太

陽電池容量は異なりますが、目安としては、結晶系では約1

00(W)程度と考えてください。 

これに、架台の余長及び取り付け・メンテナンススペース等

を加えることとなります。 

建物はシステムの重さに耐えら

れますか 

 

10kWシステムを設置する場合、太陽電池の種類、設置傾

斜角によって異なりますが、太陽電池モジュールおよび架

台の合計重量は約 3000kg～4,500ｋｇです。単位面積当た

りは約25kg～50ｋｇ／㎡となります。 さらに設置条件によっ

て異なる風圧や積雪過重の検討も必要です。 

建物の強度については、建築設計した会社や設計事務所

に確認しておくのが安全です。 

耐震上、防火上の問題はない

のでしょうか。 

建物の構造・用途、立地等によって条件が大きく異なるため

、個別の事業ごとに関連法規に照らして確認することが必

要と考えております。 

事業の審査時に、建築基準法、電気事業法などの関連法
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質 問 回 答 

規と照らし合わせた結果を提出していただきます。 

経済性はあるのでしょうか。 

 

 

① 通常家庭用電力料金で農林水産業に関連する業務に
電力を利用している場合は、本事業を活用することによ

り、おおよそ太陽光パネルの寿命の期間内に償却が可

能であると考えられますことから、経済性は十分にあると

考えております。 

② 業務用電力料金で電力を利用している場合は、家庭用
電力料金を利用する場合よりも経済的メリットは少ないと

考えられますが、今後、太陽光パネルで発電した余剰

電力を電力会社が買い取る制度が実施される方向であ

り、そのような支援を活用することにより経済性を向上さ

せることができると考えております。 

個人事業者（個人農家等）で導

入することはできるのでしょうか

？ 

① 太陽光パネルの設置事業については、個人事業者も対
象（補助率1/3）としていますが、設置された太陽光パネ

ルにより生産された電力は、農林水産業に関連する業

務にのみ使用することが可能なことから、例えば個人事

業者の住宅の屋根に本事業により太陽光パネルを設置

したとしても、生産された電力は、住宅用に使用しては

ならず、園芸用ハウスに用いる等、その農業経営に資

するよう利用しなければなりません。 

② また、事業効果を明確にする必要があることから、個人
事業者の生活費と営農に必要な経費がはっきりと区分

可能な青色申告を行っている個人事業者や法人化して

いる農家を対象とすることとしております。 

本事業による太陽光パネルは

以下の場所に設置できるのでし

ょうか？ 

① 卸売市場施設 
② 集会施設 
③ 農業用水利施設、集落排水
施設 

④ 農協の事務所 
⑤ 直売所施設 

本事業において設置された太陽光パネルにより生産された

電力が農林水産業に関連する業務に使用されていることが

担保されていれば、太陽光パネルの設置場所は問われま

せん。ただし、申請内容を勘案して、事業費が過大となるよ

うな場所に太陽光パネルを設置する場合には事業が採択さ

れないことになりますので、ご留意下さい。いずれにしても、

申請された個別の案件ごとに判断されることになりますが、

以下一般的な類型について整理します。 
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質 問 回 答 

⑥ 食品工場 
⑦ 畦畔 
⑧ 個人事業者（個人農家等）
の屋根 

設置のための要件 設置箇所 

・ 基本的に当該施設に

設置の上、当該施設の

運営コスト縮減のため

に設置可能 

・ 補助事業で既に作られ

ている施設に太陽光パ

ネルを設置する場合、

形状変更の手続きを済

ませている。 

①卸売市場施設 

③農業用水利施設、集落

排水施設 

⑤直売所施設 

・ 生産された電力が、農

林水産業に関連する

業務に使用されている

ことの明確化が必要 

・ 個人と業務用の電力契

約が別になっているこ

とが必要（電力計を別

途設置していることが

必要） 

②集会施設 

④農協の事務所 

⑥食品工場 

 

⑧個人事業者（個人農家

等）の屋根 

・ 現況が農地の場合、転

用許可を得ていること

等、農地法上の手続き

をクリアしていること。 

 

 

⑦畦畔 

 

（注：畦畔に設置する場合

は、太陽光パネルの架台

の設置や基礎工事が必要

なため、コストが高くつく場

合がある。） 
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【バイオマス変換施設関係】                                     
質 問 回 答 

どのような施設が対象となるので

しょうか。 

農林バイオマス3号機等、先進的なバイオマス変換施設が

対象となります。技術が確立しているもの（従来方式のメタン

発酵施設、木質ペレット製造施設等）は対象としません。 

ソフト事業はどこまで認められる

のでしょうか。原料代も良いので

しょうか。 

施設の光熱費、人件費といった運営費、検討会の開催経費

等がソフト事業の対象となります。原料の収集・運搬に係る

経費も対象となりますが、原料代は対象としていません。 

経済性はあるのでしょうか。 

 

原料費、変換後のエネルギー、製品の買取価格等が事業

条件により大きく異なることから、個別事業毎に経済性を考

慮して事業計画を立てていただくことが重要です。 

どのようなプロセスで応募すれ

ばよいのでしょうのか？ 

まず、バイオマスを活用する地域の地方公共団体、バイオ

マスの原料を供給する人、できあがったものを使う人、プラ

ントを作る人、運用する人を巻き込んで地域協議会を作っ

ていただきます。 

地域協議会で地域計画を作成してから、基金管理団体に

提出していただき、そこで第3者委員会の審査を受けること

になります。内容に問題がなく採択となれば、次にプラント

の詳細設計図面を含む実施計画を作っていただき、基金

管理団体に提出いただきます。内容に問題がなく交付決定

されると事業実施者に補助金が交付される流れとなります。

 

 

以上 


